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医療機関による人員確保が困難な状
況が続く中、がん診療連携拠点病院（が
ん拠点病院）の指定をめぐる議論でも、
柔軟な体制を認めていく必要性に対す
る意識が高まっている。厚生労働省が
２月13日に開いた「がん診療連携拠点
病院等の指定に関する検討会」（藤也寸
志座長）では、特に常勤医の確保が困
難との見方から病理医や放射線治療医
などの確保で遠隔診療の活用も認める
などの見直しを求める意見が相次いだ。

厚労省は、がん拠点病院に関する指
針の改訂を予定している2028年までは、
現行の要件で厳格に判断する方針。一
方、構成員からは「それまで長すぎる」
など、地域の医療提供体制の確保を危
惧する声もあがった。

日本医師会常任理事の黒瀨巌構成員
は、「残念ながら一部の地域では医療
のリソースがかなり脆弱であり、十分
に人員を確保できない状況」と指摘。

「提供側というよりは、患者の目線で、
必要な場合は適切なルールに基づいた
遠隔診療、D to P with Dなどが十分
活用できるような仕組み作りをぜひ、
がん拠点病院の指定でも勘案していた
だきたい」と求めた。「放射線、病理の
医師の問題は続いており、常勤で確保
できない地域が今後はさらに出てくる
可能性がある」と危機感を滲ませた。

サッポロビール株式会社人事総務部
プランニング・ディレクターの村本高
史構成員も、「今後さらに人材に関す
る要件で苦慮する医療機関が出てく
る」との認識。「人材要件が未充足の医
療機関が出てくるようであれば議論は
していきたい」との姿勢を示した。

日本病院会副会長の泉並木構成員も、
「病理の常勤医は、広域の県・地域で
は確保が難しい。ぜひ次回の改訂では
遠隔診療が進歩しているので、条件を
決め、地域住民が困らないような体制

を作っていかなければならない」と主
張。「要件を途中で変えるのは難しい
と思うが、医学の進歩に合わせた改訂
にしていただきたい」と求めた。

病理医、放射線治療医の体制確保
学会の意見も踏まえて検討を

日本医療法人協会会長代行の伊藤伸
一構成員は、「重要なのは病理の専門
家、特に学会から遠隔診断の質の保証
などについて考え方をご発表をいただ
きたい」と要請。その上で、「我々だけ
では、がん診断の正確性や質について
十分に検討しきれないと思う。学会も
含めた検討を」と強調した。この意見
には藤座長も応じ、「非常に重要な問
題。現行の整備指針だと、術中迅速で
あれば、遠隔診断でもよいとなってい
るが、日常の診断に遠隔診療という文
言はない」と説明。「どう入れ込むか。
非常勤なのか、バーチャルだけでもよ

いのかなど、学会等々からの意見聴取
なども考えながら、やっていかなけれ
ばならない。放射線治療医の話でも同
じ」との考えも示した。

東京都保健医療局技監の成田友代構
成員は、「整備指針の改訂まで３年、
ということで長く、未充足が病理医の
配置だと３年での解決はなかなか難し
い」などと述べ、次期改訂まで待てな
いのではないかとの認識を示した。そ
の上で、「要件の検討では、病理医の
配置のみならず、地域の実績・実情に
応じて総合的に要件を満たしているか
判断できるようにすべき」と主張。「非
常勤がいる、遠隔も使うなど、補足す
る要件を満たしていれば『可』とする
ような検討を」と求めた。

厚労省「整備指針の次期改訂、
色々な医療の状況を踏まえて検討」

このような意見が出たことに対し厚
労省は、2028年にがん拠点病院に関す
る整備指針を改訂する計画を改めて説
明。その上で、「色々な医療の状況や
医師の確保の状況など、さまざまな背
景を踏まえて整備指針に盛り込んでい
く」と表明。一方、現行の指針に基づ
くがん拠点病院の指定において、人員
確保などに関する要件に対する柔軟な
対応には否定的。「要件が頻繁に変わ
ると準備する医療機関、都道府県にも
負担や混乱をきたす」との認識だ。さ
らに「次の改訂のタイミングまでは、
現在の方針にしたがって指定してい
く」と現状維持の方針も強調した。

地域がん診療拠点病院は新規４件
地域がん診療病院は新規１件を了承

同日は、個別審議の結果、「地域が
ん診療連携拠点病院」の新規指定を４
件、「地域がん診療病院」の新規指定を
１件了承。このほか、類型変更や指定
更新などについても承認した（図表）。

また、拠点病院に関する審査につい
て、来年度は書類の提出期限を前倒し、
12月末までにすべての書類提出を済ま
せるよう求める。加えて、新型コロナ
ウイルス感染症の影響による患者数の
減少などを鑑みて設けていた「診療実
績」に関する特例措置は廃止する。

指針改訂まで待てないのではとの意見も
人員配置の要件、遠隔診療など活用で柔軟に
がん拠点病院検討会

病院団体の一本化を！

国内には種々の病院団体が存在し、
主だった４つの団体で四病院団体協議
会（四病協）を結成して、四病協は共
同で厚労省等に病院のおかれている現
状等を訴えている。同様の行動を日本
医師会（日医）も行っているが、そこ

には決定的な違いが二つある。日医は、
建前上は下部組織の県医師会・郡市区
医師会の意見を吸い上げているが、四
病協のそれぞれの団体には県支部が存
在しない団体も多々あるため、地方の
医師会員の意見は国まで届くが地方の
病院のまとまった意見を国に届けるの
はかなり困難である。また、大多数の
開業医が医師会に所属している事実に
比し、それぞれの病院団体への県内の
病院の入会率は決して高くはない。

一方、岐阜県には1951年に県庁の主

導で作られて岐阜県病院協会（岐病協）
が存在し、県内の病院の岐病協への入
会率は90%を超えており、県庁は岐病
協を病院団体の代表ととらえている。
こういった背景のもと、上記の地方の
病院の総意を国に届ける目的で、岐阜
県では岐病協と四病協の岐阜県支部と
で合同の組織を作って、５つの病院の
団体（５病協）、さらには５病院連盟（５
病連）の結成を来年度に目指している。
これにより、県庁や医師会と対峙する
のは５病協となり、政治活動は５病連

で可能となる。さらに岐阜県の病院の
総意は５病協を通じて全国レベルの病
院団体に伝達できるようになる。結果
的に国の施策もより迅速に地方の現状
に即して行うことができるのではと考
えている。同様の組織の再編はすでに
他県でも行われていると思うが、最も
大切なのは、その県内のいかに多くの
病院が会員となる組織が作れるか否か
であると考えている。

 （松波英寿）
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図表１
新規指定や指定更新・変更等に関する個別審議

地域がん診療連携拠点病院への新規指定 地域がん診療病院から地域がん診療連携拠点病院への類型変更
北海道 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 了承 北海道 王子総合病院 了承
埼玉県 防衛医科大学校病院 了承 長野県 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 了承
東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院 了承 岩手県 岩手県立胆沢病院 見送り
福岡県 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院 了承 岩手県 岩手県立中部病院 見送り
神奈川県 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院 見送り 地域がん診療病院への新規指定
地域がん診療連携拠点病院（特例型）から地域がん診療病院への類型変更�
（2025年11月1日から2027年３月31日まで）

佐賀県 伊万里・有田地区医療福祉組合　伊万里有田共立病院 了承
地域がん診療連携拠点病院（特例型）から地域がん診療病院へ類型変更

大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 了承 広島県 市立三次中央病院 了承
大学病院の移転に伴う地域がん診療連携拠点としての指定更新 地域がん診療病院としての指定辞退
大阪府 近畿大学病院 了承 福岡県 福岡大学筑紫病院 了承
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図表２
個別審議を要さない指定更新等一覧

都道府県がん診療連携拠点病院としての指定更新�
（指定期間：令和７年４月１日から令和９年３月31日までの２年間）

地域がん診療連携拠点病院（特例型）から地域がん診療連携拠点病院に復帰�
（指定期間：令和７年４月１日から令和９年３月31日までの２年間）

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 北海道 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院
地域がん診療連携拠点病院としての指定更新�
（指定期間：令和７年４月１日から令和９年３月31日までの２年間）

岩手県 岩手県立磐井病院
地域がん診療連携拠点病院から経過措置で地域がん診療連携拠点病院（特例型）�
（指定期間：令和７年４月１日から令和８年３月31日までの１年間）北海道 社会医療法人恵佑会札幌病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　秋田厚生医療センター 福岡県 一般社団法人福岡県社会保険医療協会社会保険田川病院
福島県 会津中央病院 地域がん診療連携拠点病院として現況報告（指定期間１年間延長）
埼玉県 春日部市立医療センター 山形県 山形市立病院済生館
神奈川県 大和市立病院 山形県 置賜広域病院企業団　公立置賜総合病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院 千葉県 日本医科大学千葉北総病院
京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター 東京都 独立行政法人国立病院機構災害医療センター
奈良県 公益財団法人　天理よろづ相談所病院 神奈川県 川崎市立井田病院
奈良県 近畿大学奈良病院 岐阜県 社会医療法人厚生会　中部国際医療センター
和歌山県 橋本市民病院 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
和歌山県 紀南病院 兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院
愛媛県 住友別子病院 福岡県 公立八女総合病院企業団
長崎県 日本赤十字社長崎原爆病院 福岡県 医療法人　原三信病院
鹿児島県 社会福祉法人　恩賜財団　済生会川内病院 福岡県 福岡赤十字病院

地域がん診療病院としての指定辞退（指定取消）
北海道 独立行政法人労働者健康安全機構　北海道中央労災病院
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（2） 2025年（令和7年）3月1日（土） 全日病ニュース

最近、病院の倒産のニュースを頻繁
に目にするようになった。「新たな地
域医療構想」の議論がなされ、全国的
に受療率の低下があり、大きな一因で
あることは間違いないと思うが、診療
報酬により収益を上げている医療にお
いては、人件費、光熱費等の経費を算
出するのに限界が来ていると思われる。
さらに、国が進めようとしている医療

DXの目的は理解できるが、整備のた
めの経費を負担する体力はほとんどの
医療機関でなくなってきている。

1月30日に開催された、一般社団法
人医療介護福祉政策研究フォーラムの
新春座談会「医療提供体制改革の展望
―医療機関の機能分化と連携、医師の
偏在対策を中心に―」において、「医療
の撤退」の考えの必要性が述べられた。

厚生労働省医政局医事課長の西嶋康
浩氏は「なし崩し的に地域医療が壊れ
てしまう前に、少し積極的にどのよう
な医療であれば維持できるかをそれぞ
れの地域で考えていく必要がある」と
指摘。参議院議員の古川俊治氏は「日
本の医療は拡充で進めてきたが、撤退
戦は初めて。これをどう進めていくか
が私の関心事」「大きな地域差があるが、
10年以内に撤退戦略を検討すべき二次
医療圏が多い」との考えを示した。国
際医療福祉大学大学院教授の島崎謙治
氏は「地域医療構想はチキンレースの

医療崩壊の危機
構造になりやすい」との懸念を呈した。

全日本病院協会の猪口雄二会長は
「質を下げずに、いかに効率的に運用
するかという考え方にスイッチしてい
かないと、間に合わないのではないか」
と警鐘をならした。その他色々な意見
が述べられたが、このままでは、地域
において必要な医療機関までが廃院せ
ざるを得ない状況になりかねないと考
える。早急な国の政策転換が必要だと
思う。全日病だけでなく、医療従事者
全員が共通認識を持って活動すること
が不可欠である。 （池井義彦）

福岡資麿厚生労働大臣は２月14日、
高額療養費制度の自己負担限度額を引
き上げる見直しに関して、当初の政府
案を修正し、高額療養費の支給を受け
つつ長期療養する患者に配慮し、多数
回該当の場合は現状の自己負担限度額
にとどめるとの判断を示した。高額療
養費の見直しに反対する全国がん患者
団体連合会（全がん連）などとの意見
交換を踏まえ、決定した。多数回該当
は、高額療養費制度において、１年（直
近12カ月）に高額療養費の支給を同一
世帯で４回以上受ける場合に、自己負
担限度額を軽減する措置のこと。

制度見直しで保険料上昇を抑制
社会保障費圧縮の手段にも活用

高額療養費制度の見直しは、社会保
障審議会・医療保険部会での議論など
を経て、昨年12月25日の福岡厚労相と
加藤勝信財務大臣の2025年度政府予算
案の大臣折衝で合意したもの。

高齢化や高額薬剤の普及などにより、
高額療養費の総額は年々増加し、結果
として現役世代を中心に保険料が増加
してきた。セーフティネットとしての
高額療養費の役割を維持しつつ、すべ
ての世代の被保険者の保険料負担の軽
減を図る観点で、見直しを行うことに
なった。

具体的には、負担能力に応じたきめ
細かな制度設計とするため、所得区分
に応じて自己負担限度額を引き上げる
とともに、各所得区分の細分化を行う。
また、低所得の高齢者への影響を抑制
しつつ、70歳以上の固有の制度である

外来特例を見直す。
住民税非課税世帯など低所得者の自

己負担限度額の引上げは小さくするな
ど配慮を行っている。一方、中・高所
得者の自己負担額引上げ幅は比較的大
きい。基本的には、年収約370万円か
ら約770万円の引上げ率は10%、約770
万円から約1160万円は12.5%、約1160
万円超は15%だが、所得区分が細分化
されることにより、年収約650万～約
770万円や年収約1650万円の層では、
引上げ率は1.7倍を超える。

これだけの見直しだと医療費に与え
る影響は大きい。全世代型社会保障制
度の推進の中で、少子化対策・子育て
支援の財源確保とともに、現役世代の
保険料負担上昇の抑制が大きなテーマ
となっており、高額療養費制度の見直
しがその手段になった面がある。段階
的な経過措置を経た後の満年度ベース
の影響額をみると、保険料削減効果は
3700億円、公費削減効果は1600億円（国
1100億円、地方500億円）に及ぶ。加
入者１人当たりの保険料軽減額は保険
者や収入により異なるが、年額1100円
から5000円と推計される。

2025年度政府予算案においては、予
算均衡のための社会保障費圧縮の手段
として寄与した。社会保障費の制度改
革・効率化による1300億円の削減額の
うち、薬価改定分が▲600億円で最も
大きく、高額療養費制度は▲200億円
である。高額療養費制度は見直しの第
一段階が2025年８月であるため、2027
年８月以降の満年度の影響額と比べ、
低い金額となっている。

制度の持続可能性の観点踏まえ
「ぎりぎりの判断」福岡厚労相

このような高額療養費制度の見直し
を盛り込んだ2025年度政府予算案が１
月24日開幕の通常国会に提出されると、
野党の議員から見直しに対する問題点
を指摘する意見が相次ぐようになった。
全がん連など患者団体から見直し凍結
を求める声も高まり、福岡厚労相は患
者団体や保険者団体との意見交換を重
ね、その結果、見直しの修正が検討さ
れることになった。

全がん連の天野慎介理事長は２月12
日の福岡厚労相との意見交換の際に、
以下の３点から今回の見直しは問題だ
として「凍結」を求めた。具体的には、
①自己負担限度額の引上げ幅が大きく、
特に長期にわたり継続して同制度を利
用する患者・家族に過重な負担を強い
る②医療保険部会で高額療養費を実際
に利用している現役世代の患者・家族
に関するデータの検討やヒアリングが
実施されていない。審議時間も短期間
だった③高額療養費制度は重要なセー
フティネットであり、医療費の削減は
OTC類似薬の保険給付見直しなど他
の手段を検討し、最後の手段として高
額療養費の自己負担上限額引上げを検
討すべき─をあげた。

２月14日も全がん連や日本難病・疾
病団体協議会、NPO法人いずみの会
の代表者らと面会。意見交換の後、福
岡厚労相が検討結果を報告した。

福岡厚労相は、「患者団体の切実な
声を承り、特に長期療養の方々に最大
限寄り添う必要があると考え、高額療

養費を年に４回以上利用する多数回該
当の場合の負担は増えないようにする
ことにした」と報告した。あわせて、「高
額療養費制度は日本が誇るべきセーフ
ティネットであり、このセーフティネ
ットを受け続けられる環境も維持して
いかないといけない。保険料負担が上
昇している中で、ぎりぎりの判断を行
った」と、３回目までの自己負担限度
額の引上げなど多数回該当以外の見直
しは実施する意向を示した。

なお、今回の見直しは2025年度政府
予算案に影響するため、予算案の修正
となる。また、多数回該当の自己負担
限度額引上げの凍結は、当面今回の段
階的な見直しが完了する2027年８月ま
でとしている。

全がん連など患者団体が、医療保険
部会の議論において、高額療養費の支
給を受けている患者の意見を聞かなか
ったことなどを問題視している点につ
いては、「前回引上げ時よりも丁寧な
議論を経て見直しが決まったものと理
解している。今後どういった形で議論
を進めるべきかについては、今回のこ
とを踏まえ検討を行いたい」と述べる
にとどめた。

全がん連などは制度見直し
すべての凍結を主張する

全がん連など患者団体は、福岡厚労
相との意見交換後に会見を行った。天
野理事長は、多数回該当の自己負担限
度額引上げの凍結について、「配慮さ
れないと直ちに命に関わる、負担が極
めて大きくなる見直しであったので、
この点を修正することには感謝する」
と述べた。一方で、「（多数回該当以外
の）引上げ幅が大きい、政策決定のプ
ロセスに問題がある、（医療保険制度
の中での）見直しの優先順位が違うと
いうことを考えると、見直しは凍結し、
いったん立ち止まるべきというのが
我々の意見」とした。

見直しの優先順位ということに関し
て、国会審議ではさまざまな議論が行
われている。１月27日の石破茂首相の
施政方針演説に対する衆議院の代表質
問においては、日本維新の会の前原誠
司共同代表が「OTC類似薬については、
保険適用から除外する方向で議論すべ
き」と提案した。これに対し石破首相
は、政府として2028年度までに検討を
行うべき課題として、改革工程表に掲
げられている項目と回答した。

患者団体との意見交換を踏まえ、長期療養患者の負担に配慮
高額療養費制度の多数回該当の見直しは凍結を判断
福岡厚労相

患者団体と意見交換する福岡厚労相
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第13回若手経営者の会〜若手経営者にのぞむ、これからの病院経営〜　厚労省・森光医政局長講演

全日病の若手経営者育成事業委員会（甲賀啓介委員長）は２月８日、東京都内
で「若手経営者にのぞむ、これからの病院経営」と題した第13回若手経営者の会
を開いた。厚生労働省の森光敬子医政局長が講演し、「新たな地域医療構想」の骨
子を昨年12月にまとめた経緯や医師の偏在対策などについて解説した。物価高
や賃金の上昇に苦しむ病院経営については、「制度も規制もデフレに合わせてい
る」との見方を示し、インフレ対応の検討が早急に必要との考えを示した。さらに、
医療費を含む社会保障費の伸びが抑制されている状況については、打破すべきと
の認識を示し、「一緒に戦ってほしい」と呼びかける場面もあった。当日は、日本
海側を中心とする大雪の影響で欠席者も出たが、同委員会の企画に初参加の50
名を含む計113名が会場に詰めかけ、熱を帯びた一夜となった。

「2040 年」は政府の長期的な課題 
公共交通より医療が先に消失する姿

森光局長は、まず2025年の姿を描い
た現行の地域医療構想について「病床
の総数としては目標である119.1万床
に対し2023年の時点で119.3万床とほ
ぼ達成している」と改めて評価。一方、

「病床機能ごとの数はバランスが悪い」
と指摘。2023年時点で、急性期が目標
に対し12.4万床多く、反対に回復期は
目標に17.1万床少ない状況を示した。

その上で、現行の地域医療構想に関
する記載が盛り込まれた第７次医療計
画（2018～2023年度）と同じ頃である
2018年に総務省の「自治体戦略2040構
想研究会」がまとめた「第一次報告」と

「第二次報告」に言及。「2040年をメル
クマールにしているのは厚労省だけで
はない」と述べ、2040年を見据えた検
討は医療の側面だけでなく公共交通・
施設、治安、防災、労働、産業などを
含む自治体行政に関する総合的な観点
で政府が長年検討し続けていると解説
した。

総務省の同研究会がまとめた両報告
からは、「医療は重要なインフラだが、
真っ先に消失する可能性が高いと書い
てある」と紹介。地域医療のほとんど
は民間の力で支えているため、財源が
税金である公共交通よりも先に医療が

“引いていく”との分析だ。
森光局長は、両報告が人口減少に伴

い人口の低密度化が進行する「スポン
ジ化」に着目している点も取り上げた。

「医師不足の感触と人口当たり医師数
では乖離があるので、面積当たりの医
師数がかなり大事な指標だと思ってい
る。どちらかというと、どれだけの面
積を医師が診ているかが医師不足の感
触に合っている」との認識も示した。

一方、両報告について現在の目線で
振り返り「医療は給与が担保されてい
るので、医療に人手が吸い込まれ、産
業界の方が苦しくなる可能性があるた
め手当を提言する内容だが、ご承知の
ように現実は全く逆」とデフレ環境下
による見通しだったと指摘。その上で、

「現在はインフレに対応するための賃

上げに早く対応できる産業界の方が潤
っており、人もそちらに動いている」
と述べ、医療の制度や報酬もインフラ
に対応できるよう早急な検討が必要と
危機感を示した。

高齢者救急と在宅医療支援の重要性、
地域による需給の変化を改めて強調

85歳以上の高齢者が急増し、各地域
の医療需給が大きく変化する見通しの
2040年に向けた「新たな地域医療構想」
については、厚労省の「新たな地域医
療構想等に関する検討会」（遠藤久夫座
長）で示した資料などを引用しつつ解
説。2020年から2040年にかけて85歳以
上の医療需要が救急搬送で75%増、訪
問診療で62%増の見込みである状況な
どを改めて説明し、「高齢者救急」と「在
宅医療支援」の重要性が増すと強調。

「新たな地域医療構想」の策定に向け
て始動する予定の「医療機関機能の報
告制度」における医療機関機能の分類
である「高齢者救急・地域急性期機能」
と「在宅医療等連携機能」の重要性を
示唆した。

高齢者救急の関連では、85歳以上の
急性期入院が、15～65歳に比べ「明ら
かに内容が違う」と指摘。医療資源を
多く要する手術が少なく、疾患の種類
も限定的であり、比較的多くの病院で
対応可能という特徴にも触れた。森光
局長は「採算の悪い、売り上げに貢献
しないと思われる患者さんかもしれな
いが、そこが大事」との認識。「そこを
受けて在宅や施設に返し、地域包括ケ
アで支える仕組みがあるんですよと、
知ってもらうことが一番大きい」など
と述べ、まずは地域医療にとって不可
欠な役割であるとの認識をすべての関
係者の中に浸透させる必要があるとの
考えを示した。

在宅医療の関連では、2020年から
2040年にかけて需要が変化する状況も
提示。需要の増加が「50％以上」の二次
医療圏が66カ所、「40％以上50％未満」
が50カ所、「30％以上40％未満」が43カ
所など。森光局長は、「オンライン診
療を相当、拡充する必要が生じる」と
の見通しを示した。

総数での対策より、偏在解消や地域 
の医療を支える医師の維持・確保を

医師の偏在対策については、大きな
流れとして「総数での対策ではなく、
偏在の解消や地域の医療を支えるため
に適切な数を確保するための対策が必
要だと思っている」と述べた。医学部
の定員に関する考え方として、「ある
地域の医学部定員が100人で、高校３
年生が3000～4000人程度だったとき、

『ちょっとそれはどうなんですか』と感
じる」と例示。同時に「地域に残って
くれる医師がいないから養成したいと
いうのは切実なのでわかる」と理解を
示しつつ、「実際は遠くの医学部に入
って卒後は都会に戻るという方が多
い」とも指摘。その上で、「“１県に１
医大”の構想は、まさに地域の医療を
守る医師を育てる役割だったはず」と
述べ、何らかの施策が必要との考えを
明らかにした。

昨年に公表した「医師の偏在是正に
向けた総合的な対策パッケージ」（対策
パッケージ）については、これまでの
偏在対策と異なる点として、◇１つの
解はなく、さまざまな施策を組み合わ
せて流れを作る◇若手医師だけを対象
にするのではなく中堅・シニアも含む
全世代へのアプローチ◇へき地だけで
はない中小規模の都市を含む対策―を
あげた。「医師の総数が約34万人。各
都道府県の医師確保計画を積み上げる
と足りないのは１万人くらい。ちょっ
とずつ後押しするための施策をかき集
めていくという考え」を重視した。

地域偏在の関連では、都道府県内で
の偏在を注視している。「人口はあま
り減らず、産業や観光も含めた人の流
入は今後もありながら医療だけが減っ
ていく地域が増えるとの試算がある」
と説明。さらに「都会の人は、“医師の
偏在”と聞くとへき地をイメージする
ようだが違う。中小の都市で医療だけ
が消失してしまう。そこを支えるため
に偏在対策が必要なんだという議論を
している」と述べ、施策を検討する専
門家の間でも認識にバラつきがある状
況に悔しさを滲ませたようだった。

対策パッケージの個別施策の関連で
は、「医師少数区域等での勤務経験を
求める管理者要件の対象医療機関の拡
大等」について触れた。「実際に効いて
くるのは20年後だというご意見もあ
る」と前置きした上で「いくつかの医
療グループでは将来の幹部候補のキャ
リアパスに地方経験も組み込む動きが
ある。そういう意味では、すでに効果
は出始めている」との認識を示した。

都道府県が設定する「重点医師偏在
対策支援区域」で策定する「医師偏在
是正プラン」に基づき医師不足地域で
医師を確保するための経済的インセン
ティブについては、2027年頃からの開
始になるとの見通しを示した。

昨年12月に成立した補正予算で計
1311億円を計上した「人口減少や医療
機関の経営状況の急変に対応する緊急
的な支援パッケージ」についても言及。
人件費に充当可能な「更なる賃上げに
向けた生産性向上・職場環境等の支援」
で828億円、病床の削減や施設整備な
どに使える「医療需要等の急激な変化

を受けて病床数の適正化を進める医療
機関の支援」と「物価高騰等により施
設設備等が困難となっている医療機関
への支援」で428億円をそれぞれ確保
したと説明。「早い県では２月の議会
を通す予定と聞いている」と述べ、速
やかかつ効果的な活用のため都道府県
との連携を求めた。

医療費を含む社会保障費の壁突破へ 
社会保険料は“悪”ではない

質疑応答では、医療を含む社会保障
費の予算の伸びを高齢化の伸びに収め
ている状況を打破できないか問われ、

「そういう方向に持っていかなければ
ならない」と述べた。その上で、「私も
戦うが、病院団体の先生方も含めて一
緒に戦っていただかないと勝ち取れな
い」と訴えた。社会保険料の引下げを
公約にする国政政党の登場などに言及
し、「デフレの発想のままで動いてい
ないか。そういう発言や発信の力が強
い」との認識を示した。「社会保険料だ
けを取り上げ『悪だ』と言わんばかり
の議論が続いているが、可処分所得を
増やし、経済をよく回して賃上げして
という流れができれば構わないはず」

「その辺の話が色々とごっちゃになっ
ており、理解してもらうためにも、み
んなで戦っていくしかない」などと述
べ、共闘を呼びかけた。

甲賀委員長「冷たい業界にいる」 
一次情報として「現場の声を」

開催に先
立って挨拶
した甲賀委
員長は、当
初の募集定
員を超えて
集まった参
加者にお礼
を述べた後、

「我々は今、
冬の天気に

負けず冷たい業界に浸っている」と病
院経営の現況を寸評。「寡占化やむな
しと覚悟していたところ、非常に厳し
い2024年度の診療報酬改定があった」
と振り返った。本企画に関する打ち合
わせの際、森光局長から「現場の声を
貴重な一次情報として得たい」と話が
あったことも明かした。

デフレ時代の制度や規制は転換が必要
地域医療を守るため「一緒に戦ってほしい」

全日病若手経営者育成事業委員会企画

甲賀委員長

森光医政局長
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社会保険診療報酬支払基金（神田裕
二理事長）はこのほど、2024年度診療
報酬改定後である2024年６月～８月診
療分の医療費の動向を公表した。前年
同期比で、一般病院入院の点数増減率
は3.59%増加と、医科計本体の＋0.58%
を上回った。ベースアップ評価料や地
域包括医療病棟新設の影響がある。診
療所の入院外は▲2.05%。

同基金が審査・支払を実施している
被用者保険等の医療費が対象で、医療
機関は病院が8149施設、診療所が８万
7711施設の９万5860施設、歯科は６万
7514施設、調剤は６万2289施設。要因
分析対象は電子レセプトで請求する医
療機関等で、病院は全体の97.6%、診
療所は90.0%、歯科は87.6%、調剤は
90.6%となっている。

医科の件数・日数・点数をみると、
対前年同期比で１件当たり点数は入院
が＋2.77%、入院外が▲3.46%、１件当
たり日数は入院が▲0.12%、入院外が
▲0.62%、１日当たり点数は入院が＋
2.90%、入院外が▲2.86%。入院は１件
当たり日数がわずかに短縮する一方で、

１日当たり点数が増大し１件当たり点
数が３%弱の増加となった。一方、入
院外は１件当たり日数も１日当たり点
数もマイナスとなった。

医科の診療項目別・増減要因別点数
の増減率では、総計は本体が＋0.58%、
特定器材が＋0.19%、医薬品が＋0.07%。
本体の増減率＋0.58%の内訳をみると、

「所定点数の変動」▲0.64%、「新設」＋
2.51%、「廃止」▲0.06%、「算定回数の
変動」▲1.16%、「その他」▲0.06%とな
る。「新設」と「廃止」について、2023年
度診療分において類似した診療行為が
ある場合は対象外としている。包括評
価で出来高算定となった診断群分類は
廃止対象。

なお、2024年度改定の本体改定率は
＋0.88%で、このうち①賃上げ対応分
が＋0.61%②入院時の食費基準引上げ
分が＋0.06%③生活習慣病関連の診療
報酬の見直しが▲0.25%。①②③を除
く改定率は＋0.46%で、医科は＋0.52%、
歯科は＋0.57%、調剤は＋0.16%とい
う構成。薬価改定は▲0.97%、材料価
格改定は▲0.02%である。

「算定回数の変動」プラスに寄与
一般病院入院の診療項目別・増減要

因別点数の増減率をみていく。全体で
は本体が3.59%の増加である（図表）。
「算定回数の変動」が＋1.72%で最も

プラスの影響が大きい。このうちプラ
スの寄与度が最も高いのは「特定入院
料」の＋1.06%である。地域包括ケア
病棟入院料１の算定回数が21万回から
25万回に、回復期リハビリテーション
病棟入院料１の算定回数が72万回から
76万回に増えたことが影響した。脳血
管疾患等リハビリテーション料（１）
が553万回から568万回に増加するなど
リハビリテーションの変動は＋0.20%、
内視鏡下椎弓形成術が115回から906回、
人工関節置換術（股）が1601回から
1751回に増加するなど手術の変動は＋
0.20%となっている。
「新設」の影響は＋1.43%で、増加の

要因として「算定回数の変動」の次に大
きい。2024年度改定の最重要課題とな
った賃上げ対応を実現させるために新
設した入院ベースアップ評価料の寄与
度が＋1.02%となっている。特定入院

料の増加率は＋0.31%で、地域包括医
療病棟入院料新設の寄与度が＋0.16%、
精神科地域包括ケア病棟入院料新設の
寄与度が＋0.12%となっている。
「所定点数の変動」も＋0.49%で、プ

ラスに寄与した。入院基本料の影響が
＋0.47%で大きく、精神病棟入院基本
料の寄与度が＋0.12%、急性期一般入
院料の寄与度が＋0.11%、障害者施設
等入院基本料の寄与度が＋0.07%であ
る。2024年度改定では、「栄養管理体
制の基準の明確化」、「意思決定支援に
関する指針の作成」、「身体的拘束を最
小化する体制整備」を求めるとともに、

「40歳未満勤務医師、事務職員等の賃
上げ」を実施する観点から、入院基本
料等を引き上げた。

一方、「検査」がマイナスとなってお
り、「SARS-CoV-２核酸検出」が4.97万
回から1.98万回、「SARS-CoV-２抗原
定量」が1.43万回から0.77万回に減少し
たことが特記される。

DPC対象病院入院の本体の増減率
は＋4.05%で一般病院よりも高い。一
般病院と同様に「算定回数の変動」の
影響が最も大きく＋1.81%で、「包括評
価」が＋1.11%、「入院基本料」が＋
0.27%、「手術」が＋0.40%となっている。

「包括評価」では、非ホジキンリンパ
腫の診断群分類の項目の寄与度が＋
0.22%、「手術」では、腹腔鏡下腟式子
宮全摘術（内視鏡手術用支援機器を用
いて行った場合）が1381回から1885回
に激増し寄与度が＋0.03%となってい
る。「入院基本料」では、DPCに包括
されていた看護補助体制充実加算が別
途算定可能となり、算定回数が21万回
から431万回に増えた影響（寄与度＋
0.07%）や、急性期充実体制加算の算
定回数が135万回から148万回に増えた
影響がある（寄与度＋0.06%）。
「新設」の影響は＋1.62%で、入院ベ

ースアップ評価料（寄与度＋0.90%）の
ほか、「包括評価」が＋0.48%で、「くも
膜下出血、破裂脳動脈瘤」手術の診断
群分類の項目の寄与度が大きい。
「所定点数の変動」は＋0.73%で「包

括評価」の影響が＋0.68%で大きく、
具体的には、「頻脈性不整脈」手術や「急
性気管支炎、急性細気管支炎、下気道
感染症（その他）」が増加要因となって
いる。

入院外は算定回数の変動が▲0.91%
病院入院外の本体の増減率は▲

0.55%のマイナスである。診療所の入
院外の▲2.05%よりは軽微だが、適正
化の影響が現れた。
「算定回数の変動」が▲0.91%で最も

大きなマイナス要因で、さまざまな要
因がある。マイナスの影響では「初診
料」（▲0.25%）、「再診料」（▲0.15%）、「医
学 管 理 等 」（ ▲0.31%）、「 投 薬 」（ ▲
0.21%）、「検査」（▲0.39%）がある。プ
ラスの影響では「画像診断」（＋0.26%）、

「在宅医療」（＋0.15%）がある。最も大
きなマイナス要因は、「医学管理等」の
特定疾患療養管理料で算定回数が258
万回から94万回に激減したことで、寄
与度は▲0.28%となっている。2024年
度改定で生活習慣病関連の診療報酬が
適正化されたことが関係している。
「所定点数の変動」も▲0.50%でマイ

ナス要因である。「投薬」が▲0.26%、「検
査」が▲0.27%となっている。「投薬」
では、処方箋料（リフィル以外・その他）
の68点から60点への引下げや、特定疾
患処方管理加算の66点から56点への引
下げなどの影響がある。「検査」では入
院と同様に、新型コロナ検査関連の点
数引下げが影響した。

ベースアップ評価料や地域包括医療病棟新設などが影響
2024年度改定後の一般病院入院の点数増減率は3.59%増
支払基金

本体 +3.59% 本体 +3.59%

手術 +0.20%

検査 ▲ 0.12%

リハビリテーション +0.20%
入院基本料 +0.47% 特定入院料 +0.31%

特定入院料 +1.06%

その他 +1.02%

その他 +0.16%

医薬品▲ 0.01%

特定器材 +0.34%

+0.49%

+1.43%

▲ 0.01%

+1.72%

▲ 0.05%

▲1.5%

▲0.5%

0.5%

1.5%

2.5%

3.5%

所定点数の
変動 廃止 算定回数の

変動

総　計 本 体
増減要因

新設 その他

診療項目別・増減要因別点数の増減率【病院入院（一般病院分）】

令和６年６月～８月診療分

要因分析対象電子レセプト分件数 日数 点数 1件当たり点数 1日当たり点数

増減率（％）

「入院基本料 」
例：精神病棟入院基本料 （寄与度 ）

急性期一般入院料 （寄与度 ）
障害者施設等入院基本料（寄与度 ）

所定点数の変動

「特定入院料 」
例：地域包括ケア病棟入院料１ 万回→ 万回（寄与度 ）

回復期リハビリテーション病棟入院料１ 万回→ 万回（寄与度 ）
「リハビリテーション 」
例：脳血管疾患等リハビリテーション料（１） 万回 → 万回（寄与度 ）
「手術 」
例：内視鏡下椎弓形成術 回 → 回（寄与度 ）

人工関節置換術（股） 回 → 回（寄与度 ）

算定回数の変動

「検査▲ 」
例：ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２核酸検出 万回→ 万回（寄与度▲ ）

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２抗原定量 万回→ 万回（寄与度▲ ）

算定回数の変動

「その他 」
入院ベースアップ評価料（寄与度 ）
「特定入院料 」
地域包括医療病棟入院料（１日につき）

点（寄与度 ）
精神科地域包括ケア病棟入院料

点（寄与度 ）

新設

要因分析対象電子レセプトの状況（医科 入院）

注１ は、要因分析対象電子レセプト分である。
注２ は、要因分析対象電子レセプト件数及び点数の令和５年６月～８月診療分に対する令和６年６月～８月診療分の増減率である。

＋ ＋

▲

＋
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厚生労働省は２月５日、社会医療法
人などの税制上の要件について、「公
的な運営等」を確保するために社会保
険診療等の割合を定めている収入要件
の計算式を見直す省令改正案について
パブリックコメント（パブコメ）の募
集を始めた。分母を「全収入金額」か
ら「医療保健業務による収入金額」に
改め、分子には「補助金等」を新たに

加える（図表参照）。募集期間は３月６
日まで。

社会医療法人等に対しては、公的な
運営等を確保するため、全収入金額（事
業収益の額）に占める社会保険診療等
の割合が一定割合を超えるという収入
要件が課されている。社会医療法人の
一定割合は８割となっている。

今回の見直しは、全日病などで構成

する四病院団体協議会（四病協）の税
制改正要望で、「補助金等の収入の一
時的な増加により要件を満たさないこ
ととならないよう、恒久的な措置を講
じていただきたい」と求めていた内容
が反映されている。

厚労省が公開した省令改正案で対象
にしているのは、収入要件で「社会保
険診療等」の割合が80%超の社会医療

法人のほか、特定医療法人、認定医療
法人、福祉病院事業法人、厚生農業協
同組合連合会と、同60%超であるオー
プン病院事業法人となっている。

同収入要件の見直しについては、四
病協が昨年８月23日に厚労省へ提出し
た「2025年度税制改正要望の重点事項」
において、「社会医療法人・特定医療
法人・認定医療法人の収入要件におけ
る補助金等の収入の取扱いの見直し」
として明記した（2024年９月１日号
を参照）。

厚労省が同28日に公表した2025年度
の「税制改正要望事項」には、「社会医療
法人、特定医療法人、認定医療法人、福
祉病院事業法人、オープン病院事業法
人及び厚生農業協同組合連合会の収入
要件の見直し」として盛り込まれた。そ
の後、自民党税制調査会での議論など
を経て、政府が同12月27日に閣議決定
した2025年度の「税制改正大綱」に位置
づけられ、実施される見通しとなった。

財務省が公開している資料によると、
「医療政策上必要な医療の提供により
国が自治体等から受け取る補助金等が、
収入要件の充足に影響することは不適
当」と判断。「社会医療法人等が行う医
療保健業務の非営利性を確保すること
を含めて、収入要件を見直すことは妥
当」と結論づけたと説明されている。

適用対象は、2024年３月末時点の見
込みで社会医療法人361法人、特定医
療法人313法人、認定医療法人957法人

（移行期間等があるため累計）、福祉病
院事業法人35法人、厚生農業協同組合
連合会33法人、オープン病院事業法人
49法人となっている。

厚生労働省は２月５日、今年４月７
日 か ら 急 性 呼 吸 器 感 染 症（Acute 
Respiratory Infection＝ARI）に関す
る「症候群サーベイランス」を始める
にあたり、医療機関などを対象にした

「急性呼吸器感染症サーベイランス実
施に向けた準備に係るQ&A」を改訂
した。昨年12月18日付の通知で都道府
県などの各自治体や日本医師会などに
発出して以降、初めての改訂。定点医
療機関（ARI定点）に報告を求める症
例について「咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、
鼻汁、鼻閉のいずれか１つ以上の症状
を呈し、発症から10日以内の急性的な
症状であり、かつ医師が感染症を疑う
外来症例」と定義（以下、「症例定義」）
を明確化したほか、検体提出を求める
医療機関（ARI病原体定点）に対し「５
検体／週」を目標に運用する方針など
を示した。いわゆる風邪の症状を広く
収集し、感染症対策を強化する。

ARIについては、インフルエンザや
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
など個別の疾患名によるサーベイラン
スは実施されているものの、分母とな
るARI全体の発生数が不明な状態で
あり、各疾患の発生割合が明確ではな
いなどの問題がある。また、病原体サ
ーベイランスの方法が統一されておら
ず、包括的かつ継続的な検体収集やゲ
ノム解析の体制となっておらず、新規・
未知の感染症発生に気がつきにくいと
いう課題もある。また、WHOがARI
や重症急性呼吸器感染症（SARI）サー
ベイランスの実施を推奨し、米国CDC
ではARI患者の呼吸器ウイルス陽性

割合を監視しているなど、国際的な動
きもある。

このような状況を踏まえ厚労省は、
感染症法施行規則を改正し、ARIを「５
類感染症」に位置づけ、定点サーベイ
ランスの対象とする。ARIの特徴であ
る「急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、
中耳炎、咽頭炎、喉頭炎）や下気道炎（気
管支炎、細気管支炎、肺炎）を指す多
彩な病原体による症候群」の発生動向
を把握する「症候群サーベイランス」
の体制を築き、継続的に監視する。現
在は、４月７日の開始に向け、都道府
県に要請したARI定点およびARI病
原体定点となる医療機関の指定に関す
る報告内容を確認中だ。

定点サーベイランスの体制を改変
現行の約5000から約3000に

ARI定点の数について厚労省は、イ
ンフルエンザやCOVID-19などに関す
るサーベイランスで稼働中の定点約
5000から約3000に絞る方針。保健所数
の減少などで維持が困難と想定し、保
健所区管内の人口を現行よりも幅広く
する。昨年10月９日の厚生科学審議会
感染症部会（脇田隆字部会長）に示し
た試算では、小児科定点1687、内科定
点1289の計2976程度となる見込みだ。
定点の指定に関しては、現行の小児科
定点とインフルエンザ／COVID-19定
点を活用する前提で、隣接する複数の
保健所をあわせて定点を設定すること
も認める。

ARI定点に対しては、症例定義に該
当する患者数を週１回の頻度で報告す

るよう求める。ARI病原体定点につい
ては、小児科定点と内科定点からそれ
ぞれおおむね10%を選定する方針だ。

疾患別ではなくより広範な「症候群
サーベイランス」を開始することで、
ARI定点などに指定された医療機関で
は負担増が想定できるが、指定のない
医療機関では追加の義務などが生じな
い。厚労省は、医療機関の負担軽減に
ついて、電磁的な手法による事務・報
告様式の活用などによる簡素化につい
て検討を進めている。

「ARIに関する特定予防指針」作成
総合的な対策と疾患別の対策で構成

ARIに関しては、一般的に国内で確
認できる上気道炎または下気道炎を呈
する疾患を対象に「特定感染症予防指
針」も作成す
る。これまで、
ARIの関連で
はインフルエ
ンザに関する

「特定感染症
予防指針」が
あるのみ。新
型コロナウイ
ルスに関する
対策の内容を
まとめる必要
性が生じてい
た 状 況 に、
ARIを感染症
法上の「５類
感染症」に位
置づける施行

規則の改正が加わり、厚科審・感染症
部会での審議を経て急性呼吸器症状を
呈する疾患を総合的に網羅する「特定
感染症予防指針」の作成を決定した。
一般的なARIに関する総合的な対策
と、疾患別の特異的な対策で構成する。
対象となる疾病は上気道炎を呈する

「インフルエンザ」「COVID-19」「RSウ
イルス感染症」「咽頭結膜熱」「ヘルパン
ギーナ」「A群溶血性レンサ球菌咽頭
炎」「百日咳」と、下気道炎を呈する「ク
ラミジア肺炎」「マイコプラズマ肺炎」

「レジオネラ肺炎」「オウム病」の計11
疾患の予定（図表）。これまで、いわ
ゆる風邪症状の予防対策については、
国が定める明確な文書に基づく指針な
どが存在しなかった。

四病協の要望を反映、補助金などを受け取る影響を回避
社会医療法人などの収入要件見直しへ、パブコメ募集開始
厚労省

風邪の症状を広く収集、４月７日から全国約3000の定点で
「症候群サーベイランス」開始へ、ARIのQ&A改訂

厚労省

80

社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、福祉病院事業法人、オープン病院
事業法人及び厚生農業協同組合連合会の収入要件の見直し（所得税、法人税、相続税、贈与税、
消費税、法人住民税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、特別土地保有税、事業所税、地方消費税）

１．大綱の概要

社会医療法人等について関係法令等の改正により収入要件等の見直しが行われた後も、引き続き、社会医療法人等が

行う医療保健業を収益事業から除外する等の措置を講ずる。

２． 制度の内容

社会医療法人等については、公的な運営等を確保するため「全収入金額（事業収益の額）に占める社会保険診療等
に係る収入金額の割合が一定(※１)を超えること（以下「収入要件」という。）」等の要件が課されている。

(※１) オープン病院事業法人は60/100、それ以外は80/100

社会医療法人等の収入要件について、
・ 補助金等の多寡が要件の充足に影響を与えないよう、「社会保険診療等に係る収入金額」(分子)に
「補助金等に係る収入金額（※２）」を加えること、

・ 法人が行う医療保健業務の非営利性を確保する観点から、「全収入金額（事業収益の額）」(分母)を
「医療保健業務（※３）による収入金額（補助金等に係る収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。）」とす
ることの見直しを行うほか、所要の見直しを行う。

(※２) 国又は地方公共団体から交付される補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金（固定資産の取得に充てるためのものを除くものとし、国等に代わって

その交付に係る事務を行う者から交付されるものを含む）に係る収入金額及び国又は地方公共団体からの委託（国等に代わってその委託に係る事務を行う者

からからの委託を含む）を受けて行う事業に係る収入金額であって、医療保険業務に係るものをいう。

(※３) 各法人の本来業務及び附帯業務(医業及びこれに類する業務､介護サービスに係る業務並びに障害福祉サービスに係る業務に限る。)をいう。

（分子） 社会保険診療 ＋ 健康診査 ＋ 予防接種 ＋ 助産 ＋ 介護サービス
＋ 障害福祉サービス ＋ 補助金等 に係る収入金額

（分母） 全収入金額 ⇒ 医療保健業務による収入金額
＞

＜参考＞ 社会医療法人の収入要件 ※下線が見直し部分

100

１．主に上気道炎を呈し、国内で発生がみられる疾患
• インフルエンザ（定点）
• COVID-19（定点）
• RSウイルス感染症（定点）
• 咽頭結膜熱（定点）
• ヘルパンギーナ（定点）
• A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（定点）
• 百日咳（全数）

２．主に下気道炎を呈し、国内で発生がみられる疾患
• クラミジア肺炎（基幹定点）
• マイコプラズマ肺炎（基幹定点）
• レジオネラ肺炎（全数）
• オウム病（全数）

３．国内での発生が稀な疾患
• ペスト
• 重症急性呼吸器症候群
• 中東呼吸器症候群
• ジフテリア
• 鳥インフルエンザ（ 、 、その他）
• その他人獣共通感染症（類鼻疽、鼻疽、 熱、ブルセ

ラ症、ハンタウイルス肺症候群 等）

４．他の候補となる疾患
• 他の臨床症状が主体であるもの（風しん、麻しん、伝染性紅

斑、流行性耳下腺炎、手足口病、侵襲性肺炎球菌感染症、侵襲性
髄膜炎菌感染症、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、性器クラミジア、
淋菌）

• 慢性呼吸器感染症（結核、コクシジオイデス症）
• 疾患概念の一部に含まれるもの（後天性免疫不全症候群）

特定感染症予防指針に含める急性呼吸器感染症 の範囲について

4

• 急性呼吸器感染症は、急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎）あるいは下気道炎（気管支炎、細
気管支炎、肺炎）を指す多彩な病原体による症候群の総称。

急性呼吸器感染症（ ）

感染症法上想定されうる急性呼吸器症状を呈する感染症

上記のような感染症がARIの範疇に想定されるが、特定感染症予防指針の対象とするのは、１.及び
２.に含まれる感染症としてはどうか。

※肺炎球菌感染症については、侵襲性肺炎球菌感染症のみが届出疾患となっている。

※ 法第14条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症（定点）の
うち、呼吸器症状を呈するものについても把握
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国立がん研究センター（中釜斉理事
長）は２月13日、2023年１～12月の１
年間にがんの診断もしくは治療を受け
た患者の院内がん登録データを匿名化
後に集計した結果を公表した。登録数
の増加傾向や来院経路など全体の特徴
に大きな変化はみられなかったものの、
部位別の登録で上位が変動。「前立腺」
が昨年５位から４位へ浮上し、昨年４
位の「胃」が５位となった。

2023年集計の対象になったのは、国
が指定する「地域がん診療病院」など
を含むがん診療連携拠点病院（以下、
拠点病院）が461施設、小児がん拠点
病院（小児拠点）の６施設と、その他
のがん診療を行う院内がん登録実施施
設（拠点外病院）の415施設で計882施設。

2023年の全登録数は114万9859件で、
昨年比４万6035件の増加。2022年は計
851施設の110万3824件だった。

来院経路は、最多の「他施設からの
紹介」（70%）、と「他疾患経過観察中」

（21%）の合計が全体のおよそ９割を占
める傾向が続いている。このほか「自
主受診」（７%）、「その他」（２%）、「不
明」（０%）の順。

部位別の割合上位にわずかな変動
登録上位11部位に大きな変動はなし

登録上位11部位に大きな変動はない
ものの、「前立腺」の割合が8.7%と「胃」
の8.5%をわずかに上回りが順位に入
れ替わりがあった。最多は「大腸」の

15.0%（前年集計比0.3ポイント増）。
次いで「肺」11.2%（同0.1ポイント減）、

「乳房」11.0%（同0.1ポイント増）、「前
立腺」8.7%（同0.2ポイント減）、「胃」
8.5%（0.4ポイント減）などの順だった。

コロナ禍の影響を分析
「2020年の減少分、上乗せない」

昨年に続き、新型コロナウイルス感
染症の流行下におけるがん診療の状況
に関する情報提供として、経年比較し
た特別集計の結果も公表。2023年の登
録数を2018～2019年２カ年の平均登
録数（以下、２カ年平均登録数）と比
較したところ104.4%（４万4591件増）
だった。結果については、「少なくと
も2020年の減少分が上乗せされて増加
している傾向は認められなかった」と
分析した。

同比較では、2020年は96.0%と減少
し、2021年は101.0%と同水準まで回
復、2022年は102.4%と増加傾向。結
果については昨年の報告書公開時に、

「少なくとも2020年に診断されなかっ

た分の患者数の増加がまだ確認できて
いないことが示唆された」と分析して
いた。

特別集計は、2018年の診断例から毎
年継続してデータ提供がある738施設
の約615万1877例が対象。推移と、対
策型がん検診の対象部位である「胃」

「大腸」「肺」「乳房」「子宮頸部」を中心
に分析した。

検診発見例の登録を部位別でみると、
「乳房」が2021年以降に２カ年平均登
録数の水準を超えて増加傾向にある以
外は、軒並み２カ年平均登録数未満。
特に「胃」のみが90%台に到達してい
ない状況だ（図表）。

サバイバー５年生存率を初集計
同日は、院内がん登録の2012年集計

などに基づく10年生存率の集計結果を
公表したほか、初めて「サバイバー５
年生存率」なども公表した。

2012年登録の院内がん登録データを
提出した361施設から「10年予後情報付
腫瘍データ」54万3081例を集めた。死

因に関係なくすべての死亡を計算に含
め、医療関係者やがん患者・家族が治
療方針やその後のケアなどに関する計
画立案に役立てている「実測生存率」
は46.6%だった。統計モデルに基づき

「がんのみが死因となる状況」を仮定
して算出し、他国との比較や都道府県
間の比較に用いる「純生存率」は54.0%
だった。この結果については「年齢が
高くなるほど、がん以外の原因で亡く
なる確率が高くなることが影響してい
ると考えられる」と説明している。

10年間のデータを用いて、診断日か
ら経過日数ごとの生きる確率を示す

「サバイバー５年生存率」を初めて集
計した結果も公表。報告書では、「多
くのがん種の進行期では１年生存する
ほど５年生存率が改善することがわか
った」と説明。一方、乳がんではどの
病期でもサバイバー５年生存率が横ば
いだったことなどから「乳がんでは長
期の治療と経過観察が必要なサブタイ
プがあることを反映している」との推
測を記した。

サバイバー生存率を公表したのは、
◇胃がん◇大腸がん◇肝細胞がん◇肝
内胆管がん◇小細胞肺がん◇非小細胞
肺がん◇乳がん◇食道がん◇膵臓がん
◇前立腺がん◇子宮頸がん◇子宮体が
ん◇膀胱がん◇甲状腺乳頭瀘胞がん◇
胆嚢がん◇喉頭がん◇腎がん◇腎盂尿
管がん◇卵巣がん―となっている。「根
治が期待できる病期」（Ⅰ・Ⅱ期）と「進
行期」（Ⅲ・Ⅳ期）の病期別に４パター
ンで算出した。

政府は２月14日、医療法等の一部を
改正する法律案（医療法等改正案）を
閣議決定した。主な内容は①地域医療
構想の見直し等②医師偏在是正に向け
た総合的な対策③医療DXの推進の３
本柱（図表）。高齢化に伴う医療ニー
ズの変化や人口減少を見据え、地域で
の良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制を確保するため、必要な措置
を講じるとしている。

新たな地域医療構想や医師偏在是正
に向けた総合的な対策は、全日病の猪
口雄二会長が参加する厚生労働省の新

たな地域医療構想等に関する検討会、
神野正博副会長の参加する社会保障審
議会・医療部会や医師養成過程を通じ
た医師の偏在対策等に関する検討会で
の議論を経て決まり、病院団体の意見
が反映された内容となっている。

新たな地域医療構想はこれまでの
2025年を目標とした構想をに続き、
2040年頃を見据えて病床のみならず、
入院・外来・在宅医療、介護との連携
を含む将来の医療提供体制全体の構想
とする。地域で過不足のある医療機能
等を調整する地域医療構想調整会議の

構成員として市町村を明確化し、在宅
医療や介護との連携等を課題とする場
合に参画を求める規定を盛り込む。

従来の病床機能に加えて、新たな機
能として医療機関機能を位置付ける。
具体的には、◇高齢者救急・地域急性
期機能◇在宅医療等連携機能◇急性期
拠点機能等を設定し、名称を変更する
病床機能とともに医療機関が報告する
制度とする。これらの医療機関機能の
名称も、全日病など四病院団体協議会
の意見により修正を経て決定された。

オンライン診療については、これま

でガイドラインを定めて、運用してき
たが、医療法で定義し、手続規定やオ
ンライン診療を受ける場所を提供する
施設に関する規定を整備する。また、
不適切な施術による消費者被害が増大
していることも踏まえ、美容医療を行
う医療機関に定期報告義務などを課す。

医師偏在是正に向けた総合的な対策
としては、①都道府県が「重点的に医
師の確保を図る必要がある区域」（重点
区域）を定めることができることとす
る。保険者拠出による医師手当支給に
関する事業を設ける②外来医師過多区
域の無床診療所への対応を強化する③
保険医療機関の管理者について、保険
医として一定年数の従事経件を持つ者
であることなどを要件とし、責務を課
す─ことなどがある。

政府が昨年12月25日に公表した「医
師偏在の是正に向けた総合的な対策パ
ッケージ」を実施するための対応とな
っている。政策手法として、「重点区域」
の設定や医師への手当支給が経済的イ
ンセンティブと考えられる一方で、外
来医師過多区域の無床診療所への対応
や保険医療機関の管理者要件の見直し
は規制的手法と言える。

医療DX推進では、社会保険診療報
酬支払基金の名称変更や組織の目的・
体制の見直しなどを行う。支払基金の
名称は「医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構」の予定。また、厚生労働大
臣は、医療DXを推進するための「医
療情報化推進方針」を策定する。

医療DX推進関連では、全国の医療
機関等において、電子カルテ情報を共
有・閲覧することができるサービス実
現の体制整備を図る。次の感染症危機
に備え、感染症発生届の電子カルテ情
報共有サービス経由の提出を可能とす
る。医療情報の二次利用を推進するた
めデータベースの利活用を図る。

「前立腺」が４位に、「胃」をわずかに上回る
院内がん登録の2023年集計を公表、部位別で順位変動
国立がん研究センター

医療法等改正法案を閣議決定し、国会に提出へ
新たな地域医療構想と医師偏在是正に向けた総合的な対策
政府

がん検診発見例登録数の２ヵ年平均登録数との比
部位 2020年 2021年 2022年 2023年
胃 77.3% 87.8% 86.4% 82.0%
大腸 86.7% 95.9% 95.8% 98.3%
肺 88.5% 98.7% 97.0% 98.1%

乳房（女性） 89.8% 106.1% 110.6% 116.0%
子宮頸部 87.6% 98.3% 91.2% 91.6%

医療法等の一部を改正する法律案の概要

高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想
の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療 の推進のために必要な措置を講ずる。

１．地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
① 地域医療構想について、 年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。
・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）報告制度を設ける。

② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。

保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等）する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。

．医療 の推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
① 必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療 の運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。
また、厚生労働大臣は、医療 を推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。

令和９年４月１日（ただし、一部の規定は令和８年４月１日（１②並びに２①の一部、②及び③）、令和８年 月１日（１①の一部）、公
布後１年以内に政令で定める日（３①の一部）、公布後１年６月以内に政令で定める日（３③の一部）、公布後２年以内に政令で定める日
（１③及び３③の一部）、公布後３年以内に政令で定める日（２①の一部並びに３①の一部及び３②）等）

施行期日

改正の趣旨

改正の概要

等
このほか、平成 年改正法において設けた医療法第 条の について、表現の適正化を行う。
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政府は２月12日、医療用医薬品の安
定供給体制を強化する法整備などを盛
り込んだ「医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法
律等の一部を改正する法律案」（薬機法

改正案）を閣議決定した。主な内容は
①医薬品等の品質及び安全性の確保の
強化②医療用医薬品等の安定供給体制
の強化等③より活発な創薬が行われる
環境の整備④国民への医薬品の適正な

提供のための薬局機能の強化等―の４
つとなっている（図表）。

病院などの医療機関にとっては、近
年相次いだ後発医薬品メーカーの法令
違反に対する業務停止命令などが多発

して医療用医薬品の需給バランスが崩
れた状況の是正が関心事だ。厚生労働
省はすでに、後発医薬品産業全体の構
造的問題を解決するため、品質が確保
された医薬品の安定供給に必要な品目
統合などに向け、計画的に生産性向上
に取り組む企業への必要な支援モデル
の構築に着手。補正予算に「後発医薬
品の産業構造改革のための支援事業」
として70億円計上。企業間の連携・協
力・再編を強力に後押しするため、国
が企業の取組を認定する枠組みを設け
る。さらに、後発医薬品企業間の連携・
協力・再編の推進に資する設備投資等
への安定的・継続的な支援のあり方を
さらに検討するとの方針を示している。

厚労省は、「後発医薬品産業構造改
革に向けた企業間の連携・協力の推進」
として、◇品目統合に係る薬事手続き
の迅速化◇金融財政措置等による環境
整備◇独占禁止法との関係整理（事例
集、相談窓口の設置）―の３本柱で構
成する強化策に取り組んでいる。改正
案では、安定供給体制の強化としては、
製造販売業者に供給体制管理責任者の
設置などを義務付けるほか、後発医薬
品の安定供給を確保するための基金の
設置なども盛り込んでいる。

このほか、一般用医薬品に関して、
薬剤師等の遠隔管理の下で販売を可能
とする枠組みの創設などが注目を集め
ている。

後発医薬品産業全体の構造改革を進
め、医療用医薬品の安定供給体制を構
築する前に、まず供給不安を解消しな
ければならない―。厚生労働省が２月
17日に開いた「医療用医薬品の安定確
保策に関する関係者会議」（清田浩座
長）では、医療用医薬品の供給不安に
対する施策が不明瞭だとして一時紛糾。
目の前の不安を払拭する施策が見えな
いとの声が相次いだ。

口火を切ったのは日本医師会常任理
事の宮川政昭構成員。「（補正予算や法
改正などによる）構造改革は時間がか
かるわけで、そこまでの危機管理とし
て在庫の確保やその保証をどうするか
がわからない」と指摘。「医薬品の供給
不安をなくすための取り組みに保証を
与えるなどしなければ喫緊の課題は乗
り越えられない」などと重ねて述べ、
早急な手当が必要と訴えた。一般社団

法人医薬政策企画P-Cubed代表理事
の坂巻弘之構成員も、「安定供給のた
めに何をやらなければならないかとい
う全体像が見えない」「何をしなければ
ならないかアジェンダを出すべき。（法
改正など）既に取り組んでいることの
報告を受けるだけか」などと語気を強
めた。浜松医科大学医学部附属病院薬
剤部教授・薬剤部長の川上純一構成員
も目下の施策を求めた。

安定確保医薬品の検討「年度末には」
厚労省は、全体像の検討として安定

確保医薬品の選定や抗菌薬に関する国
内需要への対応などで具体化を進めて
いると回答。安定確保医薬品の候補を
あげるための作業に関係学会から協力
を得ていると説明した。安定確保医薬
品について具体的に議論する時期につ
いては、「年度末前後くらい」と述べる
にとどめた。

中医協総会（小塩隆士会長）は２月
19日、臨床検査でDNA・RNA中の造
血器腫瘍関連遺伝子変異を検出する

「ヘムサイト診断薬」を医療機器の「ヘ
ムサイト解析プログラム」とあわせて
保険適用することを了承した。これに
関して、DPC制度における特例的な
対応で、「ヘムサイト診断薬」を2026年
度診療報酬改定までの間は包括ではな
く出来高算定とする取扱いも決めた。
「ヘムサイト診断薬」は、組織から

抽出したDNA・RNA中の造血器腫瘍
関連遺伝子変異を検出し、塩基配列情
報を取得するゲノムプロファイリング
に用いる。「ヘムサイト解析プログラ
ム」は、取得した情報を入力して解析
結果の出力を行うもので新規技術料と
して評価。「ヘムサイト診断薬」の保険
償還価格は、がんゲノムプロファイリ
ング検査を準用し４万4000点とした。

DPC制度では、診療報酬改定以外
の時期だと新規に保険収載された医療

技術は原則、包括評価の対象となる。
今回、新たに保険適用されるゲノムプ
ロファイリング検査についても、包括
評価の対象となっている検査料を準用
技術として保険収載するため、同検査
の検査料も包括評価の対象となる。

一方、一定の基準に該当する医薬品
については、新規医療技術の導入の妨
げにならないよう、次期診療報酬改定
までの間は出来高算定とする仕組みが
ある。これを踏まえ、日本血液学会は

高額薬剤と同様に出来高払いとするこ
とを要望。DPC制度における同検査
の取扱いを検討することになった。

その結果、特例的な対応で、次期診
療報酬改定までの間は同検査を実施す
る特定の診断群分類について、出来高
算定とすることに決まった。全診断群
分類の１入院あたりの平均的包括範囲
出来高点数が約２万8000点で、同検査

（４万4000点）を実施すると、医療機
関の負担が大きくなることに配慮した。

薬機法等改正案を閣議決定、創薬のスタートアップ支援の基金も創設
医療用医薬品の安定供給体制を強化、法案が国会へ
政府

2024年度　第３回理事会・第10回常任理事会の抄録　１月10日

【主な協議事項】
●�以下の正会員から準会員への会員種
別変更を承認した。
宮崎県　　医療法人芳徳会京町共立

クリニック
� 院　長　　薗田　和弘
� （旧：医療法人芳徳会京

町共立病院）
●正会員として以下の入会を承認した。
熊本県　　医療法人相生会にしくま

もと病院
� 院　長　　山口　浩司
　退会が２件あり、正会員は合計
2,555会員となった。
●準会員として以下の入会を承認した。

東京都　　医療法人社団時正会佐々
健康管理クリニック

� 院　長　　藤間　利之
　準会員は合計131会員となった。
●�賛助会員は退会が１件あり合計
113会員となった。

● 2025年度会議予定表について説明が
あり、審議の結果、可決確定した。

● 2025年度役員任期満了に係る定時総
会に向けた日程について説明があり、
審議の結果、可決確定した。

● 委員会委員の委嘱規定の変更案につ
いて審議した結果、可決確定した。

● 武見敬三参議院議員の厚生労働大臣
退任、自見はなこ参議院議員の内閣

府特命担当大臣退任に伴い、顧問へ
の復帰について説明があり、審議の
結果、可決確定した。

● 名誉会員１名の逝去に伴い、名誉会
員名簿の確認が行われた。

● 2024年度事業報告書・事業実績説明
書作業日程について説明があり、審
議の結果、可決確定した。

● 高齢者医療介護委員会の特別委員の
追加について審議し、可決確定した。

● 医療DX検討委員会委員の選任につ
いて審議し、可決確定した。

● 熊本県支部事務局の変更について審
議し、可決確定した。

● 神奈川県・愛知県・熊本県支部事務

局業務委託覚書の変更について審議
し、可決確定した。

【主な報告事項】
●審議会等の報告
　「中医協　薬価専門部会、総会」の
報告がされた。

【主な討議事項】
● 新たな地域医療構想に関する厚労省

検討会のとりまとめ内容が説明され、
討議した。

● 医師偏在対策について厚労省が公表
した「医師偏在の是正に向けた総合
的な対策パッケージ」について説明
され、討議した。

ゲノムプロファイリングの臨床検査の医療を出来高算定に

医薬品の安定供給「目下の施策がない」、関係者会議で紛糾

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律案の概要

１．医薬品等の品質及び安全性の確保の強化【医薬品医療機器等法】
① 製造販売業者における医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置を法定化する。
② 指定する医薬品の製造販売業者に対して、副作用に係る情報収集等に関する計画の作成、実施を義務付ける。
③ 法令違反等があった場合に、製造販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令を可能とする。

２．医療用医薬品等の安定供給体制の強化等【医薬品医療機器等法、医薬基盤・健康・栄養研究所法、麻向法、医療法】
① 医療用医薬品の供給体制管理責任者の設置、出荷停止時の届出義務付け、供給不足時の増産等の必要な協力の要請等を法定化する。
また、電子処方箋管理サービスのデータを活用し、需給状況のモニタリングを行う。

② 製造販売承認を一部変更する場合の手続について、変更が中程度である場合の類型等を設ける。
③ 品質の確保された後発医薬品の安定供給の確保のための基金を設置する。

３．より活発な創薬が行われる環境の整備【医薬品医療機器等法、医薬基盤・健康・栄養研究所法】
① 条件付き承認制度を見直し、臨床的有効性が合理的に予測可能である場合等の承認を可能とする。
② 医薬品の製造販売業者に対して、小児用医薬品開発の計画策定を努力義務化する。
③ 革新的な新薬の実用化を支援するための基金を設置する。

４．国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等【医薬品医療機器等法、薬剤師法】
① 薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤業務の一部の外部委託を可能とする。
② 濫用のおそれのある医薬品の販売について、販売方法を見直し、若年者に対しては適正量に限って販売すること等を義務付ける。
③ 薬剤師等による遠隔での管理の下で、薬剤師等が常駐しない店舗における一般用医薬品の販売を可能とする。

改正の概要

不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ
適正に提供していくため、医薬品等の品質及び安全性の確保の強化、医療用医薬品等の安定供給体制の強化等、より活発な創薬が行われ
る環境の整備、国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等の必要な措置を講ずる。

改正の趣旨

施行期日
公布後６月以内に政令で定める日（ただし、３①②及び４②は公布後１年以内に政令で定める日、１①②③、２①の一部及び４①③は
公布後２年以内に政令で定める日、２②は公布後３年以内に政令で定める日）

等
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■ 現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病ホームページを参照）
研修会名（定員） 期日【会場】 参加費 会員（会員以外）（税込） 備考

総合医育成プログラム
 100名

【開講式】
①開講式：�2025年４月12日（土）
②�診療実践コース「医療運営」：
� 2025年４月13日（日）

「診療実践コース」は２年間で全23
単位
「ノンテクニカルスキルコース」は
１年間で全11単位
原則オンライン開催

220,000円（253,000円）（税込）

理事長・院長が適格と認めた経験年数概ね６年以上の医
師を対象に、日本プライマリ・ケア連合学会と筑波大学
の協力を得て実施。プログラムは、①診療実践コースと
して２年間で全23単位、②ノンテクニカルスキルコー
スとして１年間で全11単位―の全34単位で構成する。
各単位１日間、土・日曜日を中心に開催予定。診療実践
コース12単位以上（「医療運営」は必修）とノンテクニカ
ルスキルコース６単位以上を３年以内に受講し、計18
単位以上を受講し、実践した診療内容を「認定申請書」と
合わせて「認定報告書」として提出した場合、「全日本病
院協会認定総合医」として認定する。同認定取得者は日
本プライマリ・ケア連合学会の「プライマリ・ケア認定医」
取得の際に認定試験が免除になる。

�発行所：公益社団法人全日本病院協会／発行人：猪口雄二／〒101－0061�東京都千代田区神田三崎町1－4－17 東洋ビル11階／ TEL（03）5283－7441／ FAX（03）5283－7444

厚生労働省は１月29日、警察庁の自
殺統計データに基づく2024年１～12
月の自殺者数（暫定値）を公表した。
総 数 は ２ 万268人（ 前 年 の 確 定 値 比
1569人減）で、このまま確定すれば統
計を開始した1978年以降２番目に少な
い数になる。現状、最も自殺者数が少
ないのは2019年の２万169人。

一方、2024年に自殺した小中高生の
暫定値は527人（同14人増）で、確定す
れば統計が存在する1980年以降で最多

になる。現時点での最多は2022年の
514人。なお、３月に公表予定の確定
値は暫定値から大きく変動することが
あり、2023年は暫定値から確定値で19
人増えている。

性別では、統計開始後から男性が女
性を上回る状況が続いており、2024年
の暫定値では男性１万3763人、女性が
6505人。このまま人数が確定した場合、
男性は３年ぶりの減少、女性は２年連
続の減少となる。

年齢階級別でみると、「50～59歳」
が最多の3786人。次いで「40～49歳」

（3205人 ）、「70～79歳 」（2678人 ）、「60
～69歳」（2580人）などとなっている。

増加傾向となってしまっている小中
高生の自殺数では、男性がずっと女性
を上回っていたが近年は女性が増加傾
向にあり2024年の暫定値で初めて逆転。
女性が288人で、男性の239人を上回っ
た。内訳は高校生（男性166人、女性
183人）で最も多いが、中学生（男性64

人、女性99人）のほか、わずかだが小
学生（男性９人、女性６人）でもみら
れる。

原因・動機は「健康問題」が最多
原因・動機別では、「健康問題」が

１万1986人と最多。内訳は、「病気の
悩み・影響（うつ病）」が4231人で最も
多く、「病気の悩み（その他の身体疾
患）」（2786人）、「病気の悩み・影響（そ
の他の精神疾患）」（1805人）、「病気の
悩み・影響（統合失調症）」（921人）な
どの順。「病気の悩み（悪性新生物）」は
586人だった。

原因・動機はこのほか、「経済・生
活問題」（5075人）、「家庭問題」（4334
人）、「勤務問題」（2559人）などの順と
なっている。

小中高生の原因・動機か「学校問題」
最多は「学業不振」

原因・動機のうち、小中高生の自殺
増に影響していると思われる「学校問
題」（578人）の内訳は、「学業不振」が
162人で最多。このほか「進路に関する
悩み（入試以外）」（158人）、「学友との
不和（いじめ以外）」（96人）、「入試に関
する悩み」（49人）などの順。「いじめ」
は12人だった。

原因・動機で「その他」に分類され
たうち最も多かったのは「孤独感」（643
人）で、「犯罪発覚等」（286人）、「後追
い自殺」（97人）、「近隣との関係」（63人）
など。「SNS・インターネット上のトラ
ブル」は42人。

中医協総会（小塩隆士会長）は２月
19日、2026年度診療報酬改定に向けて、
医療技術評価方法等の案を了承すると
ともに、学会が医療技術評価分科会に
提出する提案書・報告書のスケジュー
ルを確認した。基本的には2024年度改
定と同様の手順で実施する。2024年度
改定では、774件の医療技術を評価対
象とし、177件を保険適用の優先度が
高い医療技術等であると評価した。
177件のうち14件は診療報酬項目から
の削除の提案だった。

2026年度改定に向けた具体的な検討
項目に、整形外科領域におけるKコー
ド（医科点数表の手術項目）の見直し
への対応がある。厚生労働省行政推進
調査事業の研究で、STEM７（外科系
学会社会保険委員会連合による手術基
幹コード）の分類に基づく各手術の麻

酔時間の分布が解析され、一部整形外
科手術で術式ではなく手術部位により
麻酔時間が異なることが明らかになっ
た。これに伴い、2026年度改定で具体
的な対応を行うことになっている。

医療技術の再評価については、学会
に報告書の提出を求める優先度の高い
医療技術として、「ガイドライン等に
記載がある技術」（116件）と「レジスト
リの登録を要件として保険適用された
技術」（40件）がある。ロボット支援下
内視鏡手術など特定の医療技術に対し
ては、保険収載後もデータを継続的に
収集・蓄積し分析するレジストリの登
録を要件としている。

支払側の委員からは、新規の保険収
載を提案する場合は、既存の医療技術
の削除・減点とセットで行うことを求
める意見が出た。

次期改定に向けた医療技術評価方法を了承

2024年１～12月の自殺者数暫定値を公表厚労省
総数が統計史上２番目に少なく、小中高生は最多の可能性

薬剤業務補助者　育成ガイドブック
～実践！タスクシフト～
編集●松原和夫・矢野育子・大村友博・米澤淳
出版社●薬事日報社
定価●5,830円（税込）
病院の薬剤師不足が深刻化し、薬剤業務の一部を補助

者に移す「タスクシフト」が急務となっている。本書は補
助者の適切な育成と医療の質向上に資する内容。
すでに欧米では、薬剤業務を補助する「ファーマシー・テクニシャン」が資格を持

って活躍している。日本にも調剤補助員や調剤事務員がいるが、業務範囲は曖昧だ
った。しかし、2019年の厚生労働省通知により、「医薬品の取り揃え」や「一包化の
確認」、「配薬補助」などの業務が明確化されるとともに、補助者には「薬事衛生上必
要な研修」を行うことが求められた。本書はその研修テキストとして有用だ。
医療現場では、依然として薬剤師自らが取り揃え作業に追われている状況が見受

けられる。こうした業務こそ補助者にタスクシフトし、薬剤師が病棟業務に専念で
きれば、より良い治療に結びつき、加算の算定も期待される。
本書は全国の大学病院や基幹病院の薬剤部長が執筆し、薬剤業務補助者が知るべ

き基礎知識や実践例を豊富な図版とともに紹介している。薬剤部だけでなく、事務
部門にもおすすめしたい一冊。� （広報委員会委員長）
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自自殺殺者者数数のの年年次次推推移移 （参考１）

年次別 総数 男性 女性
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成２年
平成３年
平成４年
平成５年
平成６年
平成７年
平成８年
平成９年
平成10年
平成11年
平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
平成25年
平成26年
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年 警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成
令和元年
令和２年
令和３年
令和４年
令和５年
令和６年（暫定値）

24,391(H9)

32,863(H10) 34,427(H15)

20,268(R6)

16,416(H9) 23,013(H10)

24,963(H15)

13,763(R6)

7,975(H9)

9,850(H10) 9,464(H15)

6,505(R6)
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